
蔵兼たす曙あい運動
つながり　ささえあう　みん榛の地域づくり
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お寄せいただいた募金はこの地域の福祉活動に使われます。

詳細は赤い羽根データベース「はねっと」でご覧いただけます。
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毎年12月に「共同募金運動」の一環として、地域の社会福祉協議会が中心となって実施しています。この運動は、戦後の混乱期に、市民の

たすけあいの精神により、生活に困窮する人々に対する物資の持ち寄り運動として始まりました。その後、時代や福祉課題の変化に応じなが

ら、地域での安心・安全な暮らしを支えるための貴重な募金として、様々な取り組みに活用されています。

孤立した高齢者を狙う悪徳商法や、子どもの安全を脅かす様々な事件、多発する地震などの自然災害。現在、地域の中には、公的なサービ
スや制度だけでは解決されない問題が山積しています。大都市東京においても、改めて「地域のつなが）」を再生させ、身近な地域で支えあ

う「地域の福祉力」を高めていくことが求められています。歳末たすけあい運動にお寄せいただいた募金は　そのような地域に根差した福祉

活動を進めるために、有効に使わせていただきます。
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◆義金の鈍いみち
みなさんからお寄せいただいた募金は、この地域の「地域福祉活動費」や「見舞金」として配分されます。

「地域福祉活動費」は、地域の生活課題に応じて、下記枠内のような取組みに配分されます。
「見舞金」は、寝たきり高齢者や認知症高齢者を自宅で介護される世帯や、支援を必要とする世帯などへ配分されます。

易地域の居場所として誰もが気軽に集まれる「ふれあい・いきいきサロン」 �竃地域に根ざしたボランティア団体や福祉団体の行事や活動への助成 
竃小学生の登下校時やひとり暮らし高齢者への「見守り・声かけ活動」 �竃災害ボランティア養成講座など、地域住民を対象とした講座や研修会の開催 
器町会“自治会単位など、小地域でのささえあい活動 �電生活上の困りごとを支えるきめ細かな在宅福祉サービスの展開など 

令和6年度の東京都全体の配分実績総額は3億7，340万円で、内訳は「地

域福祉活動費」が3億2．600万円、「見舞金」が4，740万円でした。

区市町村ごとの募金の使いみちは、「赤い羽根データベース　はねっと」

（http：／／www．tOkyo－akaihane．0「．jp）で検索いただけます。

≒∴∴室誓徽

◆馳職福祉活動語を活用した部内の取組み轟鯛

中央区　むと里親蒸顧問煽りパス聞鰭

中央区ひとり親家庭福祉協議会との共催で、ひとり親世帯

を対象とした日帰りバス研修を毎年実施しています。参加者

同士の交流やリフレッシュの機会として、好評をいただいて

います。参加者からは「蕾段行けないところにバスで行くこ

とができ、子どもたちがとても楽しんでいた」「親自身も良い

気分転換になった」といった感想が寄せられています。

◆募金が配分されるまで

醗分計画筒 

霧轟園標頴の沸起鱈用） 
あらかじめ配分計画を立て、その計画の 

実施に必要な募金目標額を定めます。 

大島町　親字間す巧mウシ選ツ78

大島町ではアートに触れる機会が少ないため、今年度は恐竜作家

をお招きし、ジオラマや着ぐるみのパフォーマンスを楽しんでいた

だく他、段ボールや様々な素材を用いてMy恐竜の被り物作りに挑

戦してもらい、親子が一緒に楽しむ揚となるよう工夫しています。

また、子育て世代に社会福祉、社協活動に興味・関心を持ってい

ただけるようにPRL、この機会を通じて地域福祉の新たな担い手

を確保するよう努めることを目的としています。

麗愈漣説の実施 

（12月1日～ヨ1日） 

協力者による各家庭への訪問や、自治会・ 

町会等を通じた募金用封筒の回覧などが 

行われます。社会福祉協議会の窓口でも、 

募金を受け付けています。 

琵轟の醜分 

「見舞金」は募金年度内の12月～1月 

に配分されます。「地域福祉活動費」は 

翌年度の4月に配分され、1年間の取組 

みぼ舌用されます。 

◆麓来たすげあい運動は射する茜闇金の輔制止の鰻遇描薗
共同募金運動の一環である「歳末たすけあい運動」への寄附には、税制上の優遇措置があります。税制上の優遇措置を受けることを
希望される場合は、地域の社会福祉協議会にご連絡ください。

税刷上の鰻運措韻の内蓉　※詳しくは東京都共同募金会までお問合せください。

〔個人の場合〕 �所得税の寄附金控除、寄附金税額控除および住民税の寄附金税額控除の対象になります。 

○新得醗賠轢ある蕎蹴金曜隠顕宮下謁㊥、㊨の旧聞輔弼 
①所得控除寄附金額（年間所得の40％を限度とする額）－2千円 

②税額控除（寄附金額－2千円）×40％＝所得税額からの控除額（所得税額の25％が限度） 
※「所得控除」とは、寄附者のその年分（1月～12月）の課税対象となる所得から、該当される額が控除されることをいい、「税 

額控除」とは、納付すべき税の額から該当する金額が控除されることをいいます。 

○僅撰税は轢ある諒闇金税額撞除顕 

［寄附金額（年間所得の30％を限度とする額）－2千円］×10％ 

〔法人の場合〕 �株式会社などの法人の寄附は、法人税の算出にあたり寄附額を「全額損金」とすることができます。 

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会
〒162－8953　新宿区神楽河岸1－1
TEL03－3268－7186

社会福祉法人　東京都共同募金会
〒169－0072　新宿区大久保3－10－1東京都大久保分庁舎201
TEL03－5292－3181


